
（公社）浜田法人会 主催 

事業承継税制研修会 
 

 平成 30 年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承

継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。 

 この度は、（公社）浜田法人会の主催により「事業承継税制について」の研修会を開催い

たします。事業承継について皆様の不安を少しでも解消できる研修になれば幸いです。 

ご参加をお待ちしております。 

 

 

 

  日 程  平成３１年 １月２２日（火） 

  時 間  １５：００～１６：００ 

  場 所  江津商工会議所 

  受講料  無料 

  定 員  ５０名 ※定員になり次第締め切らせていただきます 

 

 

  内 容  「事業承継税制について」 

        講師：浜田税務署法人課税部門統括国税調査官 山下 義章 氏 

 

 

       江津市嘉久志町２３０６―４ 江津商工会議所内 

       公益社団法人 浜田法人会 江津支部 

電話：０８５５－５２－２２６８ ／ＦＡＸ：０８５５－５２－１３６９ 

 

主催 （公社）浜田法人会、（公社）浜田法人会江津支部 ／ 後援 江津商工会議所 

 

平成３１年 １月１１日（金）までにＦＡＸにてお申し込み下さい 

送付先 ＦＡＸ：０８５５－５２－１３６９ 

 

 

（公社）浜田法人会 事業承継税制研修会（平成３１年１月２２日（火）開催） 

事業所名  

所 在 地  

電話番号  ＦＡＸ番号  

フリガナ    

参加者名 ① ② ③ 

今回ご記入いただきましたお客様の個人情報につきましては、出席者名簿のみに使用させていただきます。 

✐日時・場所等  

✍ 研修内容  

➣ 申込・お問合せ先 


